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要 旨 

小森江西小学校・小森江東小学校は、令和元年度に統合着手校となり、

令和２年１月から令和３年２月現在まで、統合準備委員会が開催されて

いる。 

校舎位置の問題に関しては、小森江西校区まちづくり自治連合会とし

ても、同準備委員会地域代表委員の報告を受け、毎月開催される定例会

において検討を重ね、①避難場所としての小森江西小学校の優位は明ら

かであり、児童を危険度の増す場所へ行かせたくないこと、②校区見守

り隊や小森江西児童クラブなどの住民サービスの喪失や著しい低下が予

想され、それを補うに足る教育効果は見いだせないこと、以上の理由か

ら、小森江東小学校を校舎位置とする統合には不同意である旨決議し、

同準備委員会に表明した。 

 しかし、同準備委員会は、統合は決定事項であり、統合に向けて準備

を進めることが役目であるとの見解であった。令和３年１月の第９回準

備委員会において、校舎位置については教育委員会に一任することを多

数決により決議し、持ち帰って検討したいという意見も退けられ、成立

となった。同準備委員会の運営は合意に基づいて進められるべきであり、

ＰＴＡ代表、地域代表の４団体の合意が得られない場合は、多数決では

なく他の方法を模索していただきたい。 

 ついては、同準備委員会における校舎位置の決定に関するプロセス、

結論は地域住民（保護者）の意見を反映しているとは言えないため、住

民自治の観点から、同準備委員会が正しく機能しているのか調査してい

ただきたい。 
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